
平成 24 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充 ・延長）

（経済産業省）

制 度 名 原料用途免税の恒久化・本則化

税 目 揮発油税、地方揮発油税及び石油石炭税（本則）

要

望

の

内

容

現行制度においては、揮発油税、地方揮発油税及び石油石炭税について、課
税対象物が石油化学製品等の製造プロセスに不可欠な原料用途等として使用さ
れる場合に、租税特別措置として、これを免税又は還付とする措置が講じられ
ているところ。
他方、諸外国においては、原料用途の石油、石炭、揮発油については、特別

措置による免税・還付ではなく、非課税措置が講じられている。
かかる状況に鑑みれば、我が国においても、課税条件の国際的なイコールフ

ッティングを確保することで、産業の空洞化の回避及び国際競争力の維持を図
る必要があり、原料用途の石油、石炭、揮発油の免税・還付措置について、本
則化・恒久化を図ることが不可欠である。
具体的には、以下に掲げる揮発油税、地方揮発油税及び石油石炭税の免税・

還付措置について、本則化・恒久化を図りたい。

①石油化学製品製造用揮発油の免税等
・石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等
（租税特別措置法第８９条の２、租税特別措置法施行令第４７条～第４７
条の６、租税特別措置法施行規則第３８条～第３８条の４）

②移出または引取りに係る揮発油及びみなし揮発油の特定用途免税
・移出に係る揮発油の特定用途免税
（租税特別措置法第８９条の３、租税特別措置法施行令第４７条の７～第
４７条の９、租税特別措置法施行規則第３９条）

・引取りに係る揮発油の特定用途免税
（租税特別措置法第８９条の４、租税特別措置法第４７条の１０）

・移出に係るみなし揮発油の特定用途免税
（租税特別措置法第９０条、租税特別措置法施行令第４８条～第４８条の
３、租税特別措置法施行規則第３９条、第３９条の２）

・引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税
（租税特別措置法第９０条の２、租税特別措置法施行令第４７条の４）

③引取りに係る石油製品等の免税
・引取りに係る石油製品等の石油石炭税の免税
（租税特別措置法第９０条の４、租税特別措置法施行令第４８条の６）

・引取りに係る特定石炭の石油石炭税の免除
（租税特別措置法第９０条の４の２、租税特別措置法施行令第４８条の
７）

④引取りに係る特定石炭（鉄鋼、コークス、セメント製造用）の免税
・引取りに係る特定石炭の石油石炭税の免税
（租税特別措置法第９０条の４の２、租税特別措置法施行令第４８条の７）

⑤石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付
（租税特別措置法第９０条の５、租税特別措置法施行規則第４９条、租税
特別措置法施行規則第３９条の５の４）

⑥石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付
（租税特別措置法施行法第９０条の６の２、第５０条の２、租税特別措置
法施行規則第３９条の５～７）

平年度の減収見込額
（制度自体の減収額）

－百万円
（▲3,802,400 百万

円）
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⑴ 政策目的

ものづくり産業におけるイノベーションの促進や、国際事業展開の支援、差
別化・高付加価値化の促進、さらには安全・安心な国民生活や環境問題の解決
に繋がるものづくり等を推進することによって、我が国製造業の国際競争力強
化及び産業空洞化の防止を実現するとともに、我が国経済の活性化や国民生活
の質の向上を図る。

また、諸外国において、原料用途の石油、石炭、揮発油が、課税目的の如何
に関わらず非課税とされていることを踏まえ、課税環境の国際的なイコールフ
ッティングを確保し、中長期的な国内投資を維持するとともに、製品の低廉か
つ安定的な供給を通じた我が国製造業の国際競争力の維持・強化及び産業空洞
化の防止を実現し、もって我が国経済の活性化及び国民生活の質の向上を図
る。

なお、平成 23 年度税制改正大綱において、本措置は検討事項として位置づけ
られている。

[平成 23 年度 税制改正大綱]（抜粋）

９．検討事項

［国税］

（１２）原料用石油製品等に係る免税・還付措置の恒久化や本則化につい
て、平成 24 年度税制改正において引き続き検討します。

⑵ 施策の必要性

諸外国において、原料用途の石油、石炭、揮発油が、課税目的の如何に関わ
らず非課税とされていることに鑑みれば、課税環境の国際的なイコールフッテ
ィングを確保することが必要。

①石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等
石油化学製品の原料について、諸外国では課税をしていない。石油化学産

業の存立の観点から、課税環境の国際的なイコールフッティングを確保する
ことが必要である。
【原料用揮発油（ナフサ等）に対する課税状況（2010年2月現在）】
非課税：米国、英国、ドイツ、フランス、スイス、台湾
免税 ：中国、韓国（出典：三菱総合研究所及び石油化学工業協会調べ）

化学製品の低廉かつ安定的な供給、価格転嫁を進めにくい中小企業（プラ
スチック製品製造業で約２万事業所）の経営安定等の観点から免税が必要で
ある。また、石油化学産業の製品は生産に際して消費するＣＯ２よりも、Ｃ
Ｏ２削減に寄与する物質が多く、ライフサイクルでは生産時に排出するＣＯ
２の２．７倍～４．２倍のＣＯ２削減効果を有するため、地球温暖化対策に
も有効である。

②移出または引取りに係る揮発油及びみなし揮発油の特定用途免税
ゴム製品、接着剤、塗料等に用いられる揮発油及びみなし揮発油について

は、先進諸外国において課税されておらず、課税環境の国際的なイコールフ
ッティングが必要である。

【ゴム製品等の製造時に使用される揮発油及びみなし揮発油に対する課税状
況】
非課税：米国、英国、ドイツ、フランス（出典：三菱総合研究所調べ）

また、ゴム製品、接着剤、塗料等は産業の基盤となる基礎材として欠かせ
ず、代替も困難なものであるが、その製造事業者は、経営基盤が脆弱な中小
企業者が多く（中小企業比率：ゴム製品９８．８％、接着剤９９．４％、塗
料９９．２％）、仮に課税された場合、製品価格への転嫁を行うことが困難
である。したがって、中小企業の経営への悪影響を回避する観点からも非課
税措置が不可欠である。



③引取りに係る石油製品等の免税
石油化学製品の原料について、諸外国では課税をしていない。石油化学産

業の存立の観点から、課税環境の国際的なイコールフッティングを確保する
ことが必要である。
【原料用揮発油（ナフサ等）に対する課税状況（2010 年 2 月現在）】
非課税：米国、英国、ドイツ、フランス、スイス、台湾
免税 ：中国、韓国（出典：三菱総合研究所及び石油化学工業協会調べ）

化学製品の低廉かつ安定的な供給、価格転嫁を進めにくい中小企業（プラ
スチック製品製造業で約２万事業所）の経営安定等の観点から免税が必要で
ある。 また、石油化学産業の製品は生産に際して消費するＣＯ２よりも、Ｃ
Ｏ２削減に寄与する物質が多く、ライフサイクルでは生産時に排出するＣＯ
２の２．７倍～４．２倍のＣＯ２削減効果を有する。地球温暖化対策にも有
効である。

④引取りに係る特定石炭（鉄鋼、コークス、セメント製造用）の免税
鉄鋼、コークス、セメント製造用の原料用途の石炭について、諸外国にお

いては課税目的の如何に関わらず課税していない。
我が国の基盤的産業の国際競争力確保と中長期的な国内投資を維持するた

めに、課税環境の国際的なイコールフッティングを確保することが必要であ
る。

【原料用石炭への課税状況（経済産業省委託調査（2010 年 3 月）】
課税対象外：フランス（石油製品税）、スイス（鉱油税）、イタリア（エ

ネルギー製品税）、アメリカ（燃料税）、中国（消費税）、韓
国（個人消費税）

免税・還付：ドイツ（エネルギー税）、フランス（石炭税）、スイス（Ｃ
Ｏ２税）、アメリカ（石炭税）、中国（資源税）

我が国製造業の基盤や社会資本整備に必要不可欠な基礎資材である鉄鋼、
コークス、セメントの低廉かつ安定的な供給を通じて、我が国製造業の国際
競争力強化を実現し、我が国経済の活性化及び国民生活の質の向上を図るた
めにも、免税措置が必要であり、その際には租税特別措置による時限的な措
置ではなく、非課税あるいは恒久免税措置といった期限の定めのない措置と
することが必要である。

⑤石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付
石油製品は連産品であり、原油からは一定の割合でナフサ等が生産され

る。仮に当該措置がない場合には、輸入ナフサ等との価格差が生じ、国産ナ
フサ等の販売が困難となり、国民生活・産業活動に不可欠な石油製品供給に
支障を及ぼすおそれがある。したがって、輸入ナフサ等と国産ナフサ等の課
税環境のイコールフッティングを確保する観点から当該還付措置を講じるこ
とが重要である。

⑥石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付
輸入石油アスファルト等には、石油石炭税が課税されていない一方で、国

産石油アスファルト等の原料である原油には石油石炭税が課されている。こ
のため、輸入石油アスファルト等と国産石油アスファルト等の課税環境のイ
コールフッティングを確保することが必要である。
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１．経済成長

政 策 の

達成目標

ものづくり産業におけるイノベーションの促進や、国際事業
展開の支援、差別化・高付加価値化の促進、さらには安全・安
心な国民生活や環境問題の解決に繋がるものづくり等を推進す
ることによって、我が国製造業の国際競争力強化及び産業空洞



化の防止を実現するとともに、我が国経済の活性化や国民生活
の質の向上を図る。

また、諸外国において、原料用途の石油、石炭、揮発油が、
課税目的の如何に関わらず非課税とされていることを踏まえ、
課税条件の国際的なイコールフッティングを確保し、中長期的
な国内投資を維持するとともに、製品の低廉かつ安定的な供給
を通じた我が国製造業の国際競争力の維持・強化及び産業空洞
化の防止を実現し、もって我が国経済の活性化及び国民生活の
質の向上を図る。

①石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等
石油化学製品の製造用に使用する揮発油（ナフサ）におけ

る課税環境の国際的なイコールフッティングを確保し、幅広
い産業で活用される石油化学製品の低廉かつ安定的な供給を
通じて、我が国製造業の国際競争力の強化及び産業空洞化の
防止を図る。

②移出または引取りに係る揮発油及びみなし揮発油の特定用
途免税
ゴム製品等の製造用に使用する揮発油及びみなし揮発油に

おける課税環境の国際的なイコールフッティングを確保し、
幅広い産業で活用されるゴム製品等の基礎材の低廉かつ安定
的な供給を通じて、我が国製造業の国際競争力の強化及び産
業空洞化の防止を図る。

③引取りに係る石油製品等の免税
石油化学製品の製造用に使用する原油、石油製品及びガス

状炭化水素における課税環境の国際的なイコールフッティン
グを確保し、幅広い産業で活用される石油化学製品の低廉か
つ安定的な供給を通じて、我が国製造業の国際競争力の強化
及び産業空洞化の防止を図る。

④引取りに係る特定石炭の免税
鉄鋼、コークス、セメント製造用に使用する石炭における

課税環境の国際的なイコールフッティングを確保し、我が国
製造業の基盤を支える基礎資材である鉄鋼、コークス、セメ
ントの低廉かつ安定的な供給を通じて、我が国製造業の国際
競争力強化及び産業空洞化の防止を図る。

⑤石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還
付
石油化学製品製造用国産ナフサ等に係る石油石炭税を還付

することにより、課税環境のイコールフッティングを確保
し、幅広い産業で活用される石油化学製品の低廉かつ安定的
な供給を通じて、我が国製造業の国際競争力の強化及び産業
空洞化の防止を図る。

⑥石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付
国産石油アスファルト等に係る石油石炭税分を還付するこ

とにより、課税環境のイコールフッティングを確保し、幅広
い産業で活用される石油化学製品の低廉かつ安定的な供給を
通じて、我が国製造業の国際競争力の強化及び産業空洞化の
防止を図る。

租税特別措

置の適用又

は延長期間

揮発油税法、地方税法及び石油石炭税法の本則における恒久措
置

同上の期間

中 の 達 成

目 標

恒久措置のため、「政策の達成目標」と同様。



政策目標の

達 成 状 況

現行制度においては、租税特別措置法において、原料用途の
石油、石炭、揮発油の免税・還付が措置されているが、現行の
措置は、あくまで期間限定等の特例措置であるがゆえに、課税
の議論にさらされ易く、その度に関連事業者の株価が著しく下
落するなど、事業基盤が必ずしも安定していない。このため、
企業にとっては、長期的な視点に立った投資判断が困難な状況
となっている。

有

効

性

要 望 の

措 置 の

適用見込み

①石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等
石油化学企業及び石油精製企業（エチレン製造者１１社、

芳香族製造者２３社、ナフサ製造者１０社）が本措置を利用
する見込み。
（石油化学工業協会調べ）

②移出または引取りに係る揮発油及びみなし揮発油の特定用
途免税
ゴム製品製造企業１５８社、接着剤製造企業１９社、塗料

製造企業２５３社が、本措置を利用する見込み。
（日本ゴム工業会、日本塗料工業会、印刷インキ工業会、日
本接着剤工業会等業界及び経済産業省調べ）

③引取りに係る石油製品等の免税
輸入ナフサを使用する石油化学企業（エチレン製造者１１

社、芳香族製造者２３社）が本措置を利用する見込み。
（石油化学工業協会調べ）

④引取りに係る特定石炭（鉄鋼、コークス、セメント製造
用）の免税
鉄鋼製造用：１３社、コークス製造：１１社、セメント製

造用：１６社が免税措置を利用する見込み。
（経済産業省調べ）

⑤石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還
付
適用期間内における適用事業者数
平成２２年度： １０社
適用事業者の範囲の見込み
１０社 課税済み原油等から国産ナフサ等を製造する事業者

数
（石油連盟調べ）

⑥石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付
適用期間内における適用事業者数

平成２２年度： ９社
適用事業者の範囲の見込み
９社（課税済み原油等から石油アスファルト等を生産する全
ての事業者）

（石油連盟調べ）

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性)

①石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等
本措置により、石油化学製品等の原料に対する課税に関し

ての国際的なイコールフッティングが確保され、石油化学製
品の低廉かつ安定的供給が図られることを通じて、国際競争
力の確保及び産業空洞化の防止が図られる。
この効果は、直接、本措置が適用される者のみならず、石

油化学製品を利用する中小企業 17,000 社にも効果が均霑し、
さらに石化業界約８万８千人を始め、化学関連産業の約７０



万人の雇用も支える。

仮に世界に類のない原料用途課税により、石油化学産業が
在立できなくなれば、税収見込額が、そもそも失われること
に加え、上記の雇用も脅かされ、産業空洞化が進む要因とな
る。
石油化学製品のサプライチェーン上には、価格交渉力の弱

い中小企業が多く存在しており、課税された場合、価格転嫁
は極めて困難。中小企業をはじめとして国内関連産業に多大
な影響が生じる。
また、仮に価格転嫁できたとしても、無税の原料により作

られた輸入製品が国産品と置き換わる事態が生じる。
なお、仮に現行揮発油税の１％（538 円/KL）の課税がなさ

れた場合であっても、約 300 億円の負担となり、エチレンセ
ンター全社の合計利益（11 社の過去 5年平均営業利益 820 億
円）の大半を喪失する。

②移出または引取りに係る揮発油及びみなし揮発油の特定用
途免税
本措置により、ゴム製品、接着剤、塗料等に用いられる揮

発油に対する課税に関しての国際的なイコールフッティング
が確保され、産業の基礎材としてのこれら製品の低廉かつ安
定的な供給を通じて、国際競争力の確保、及び産業空洞化の
防止が図られる。
この効果は、直接、本措置が適用される製造事業者はもと

より、これらを利用して事業を営む中小企業等、例えば塗装
事業者およそ４万９千社、２６万９千人の雇用も支えること
となる。

仮に世界に類のない原料用途課税により、石油化学産業が
在立できなくなれば、税収見込額が、そもそも失われること
に加え、上記の雇用も脅かされ、産業空洞化が進む要因とな
る。
また、ゴム製品、接着剤、塗料等は産業の基盤となる基礎

材として欠かせず、代替も困難なものであるが、その製造事
業者は、経営基盤が脆弱な中小企業者が多く（中小企業比
率：ゴム製品９８．８％、接着剤９９．４％、塗料９９．
２％）、仮に課税された場合、製品価格への転嫁を行うこと
が困難である。

③引取りに係る石油製品等の免税
本措置により、石油化学製品等の原料に対する課税に関し

ての国際的なイコールフッティングが確保され、石油化学製
品の低廉かつ安定的供給を通じて、国際競争力の確保及び産
業空洞化の防止が図られる。
この効果は、直接、本措置が適用される者のみならず、石

油化学製品を利用する中小企業 17,000 社にも効果が均霑し、
さらに石化業界約８万８千人を始め、化学関連産業の約７０
万人の雇用も支える。
本措置により石油化学産業が存立。世界に類のない原料用

途課税により、石油化学産業が在立できなくなれば、税収見
込額が、そもそも失われることに加え、上記の雇用も脅かさ
れ、産業空洞化が進む要因となる。
石油化学製品のサプライチェーン上には、価格交渉力の弱

い中小企業が多く存在しており、課税された場合、価格転嫁
は極めて困難。中小企業をはじめとして国内関連産業に多大
な影響が生じる。
また、仮に価格転嫁できたとしても、無税の原料により作

られた輸入製品が国産品と置き換わる事態が生じる。



なお、石油石炭税 2040 円／ｋＬの課税は、エチレン 4400
円／ｔのコストアップに相当し、競争力が失われる。仮に課
税されれば、全体で約 500 億円の負担となり、エチレンセン
ター全社の合計利益（11 社の過去 5年平均営業利益 820 億
円）の大半を喪失する。

④引取りに係る特定石炭の免税
我が国製造業の基盤や社会資本整備に必要不可欠な基礎資

材である鉄鋼、コークス及びセメントの製造に使用する石炭
については、①製品の製造用原料として石炭の使用が不可欠
なこと、②他の原料による代替が事実上困難であること、③
製品価格に占めるウェイトが大きく、石炭の価格上昇が製品
価格に与える影響が大きいこと、を踏まえ措置されており、
これに加え、我が国産業の国際競争力や国民経済への影響に
も配慮し、本免税措置を講じることが有効。

○鉄鋼
仮に、鉄鋼製造用石炭へ課税された場合、粗鋼１トン当た

り５００円程度の負担増と試算されるが、国内・海外双方の
市場で激しい競争を行っていることから、課税負担分を全額
転嫁することは困難。更に、鉄鋼業が課税負担分を吸収する
ことにより、鋼材の価格競争力の喪失や、研究開発費・設備
投資費の減少により、中長期的な技術優位性の喪失が予想さ
れる。こうした結果、我が国鋼材が市場シェアを失い、一定
の仮定を置いて試算をした結果、鉄鋼業及び関連産業の国内
生産額が７，６６０億円、雇用者数が２．３万人、ＧＤＰが
２，５５６億円の減少と重大な影響が生じる可能性がある。
更には、我が国鉄鋼業の国際競争力が失われることにより、
ユーザー産業の競争力等への悪影響も懸念される。

○コークス
仮に課税された場合、コークス 1 トン当たり 900 円程度の

負担増と試算されるが、コークスは製品価格に占める原料価
格の割合が高いことから（約 90％）、僅少な利幅に与える影
響は非常に大きく、業界の存続問題も生じかねない。また、
国際的なコークス市場においては、安価なコークスの流通が
見られており、仮に 900 円増額した場合、これらコークスと
の価格競争力を喪失する恐れがある。仮に、国内コークス業
者の存立が困難となれば、雇用（コークス業界約 2200 人及
び、関連産業約 6000 人）にも影響が及ぶ。
また、課税の影響等でコークス専業者が廃業すると、我が

国の基幹的産業である鉄鋼業における安定的なコークス調達
にも大きな支障を生じかねない。

○セメント
仮に課税された場合、セメント 1 トン当たり 70 円程度の負

担増と試算されるが、国内産のセメントは中国・韓国からの
輸入セメントと 50 円／トン程度の価格差で熾烈な競争を展開
している。主要国において、セメントの原料に使用される石
炭に対する課税が行われないまま、我が国だけが課税された
場合、我が国セメントメーカーは、価格競争力を失い、徐々
に市場シェアを失い、これによって設備稼働率が低減するこ
とから、更に競争力が低下する事態も考えられる。こうした
事態が継続すれば、国内に 30 カ所存在するセメント工場も
徐々に閉鎖されることも考えられ、国内でセメント製造に直
接関連する雇用（現時点での業界団体推計約２万人）に影響
するのみならず、セメントを材料とする他の多くの産業や国
民生活に多大な影響を及ぼすおそれがある。中でも、生コン
クリート製造業やコンクリート製品製造業は大半が価格交渉



力の弱い中小企業であり影響が大きい。
また、全国で発生する全ての廃棄物のうち約 1 割を、セメ

ント産業は生産プロセスの中で処理しており、各地で廃棄物
処理の中核的役割を担っている。仮に、セメント産業が縮小
した場合には、各地の廃棄物処理にも大きな影響を及ぼす可
能性がある。

⑤石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還
付
仮に本還付措置がない場合には、輸入ナフサ等との価格差

が生じ、国産ナフサ等の販売が困難となるため、国内企業に
とって不合理な不利となり、競争力低下を招く恐れがある。
したがって、本措置により、国産品と輸入品とのイコール・
フッティングを確保することが必要。

⑥石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付
石油製品は連産品であり、原油からは一定量の割合で石油

アスファルト等が生産される中で、仮に当該措置がない場合
には、輸入アスファルト等との価格差が生じ、国産アスファ
ルト等の販売が困難となるため、国内企業にとって不合理な
不利となり、競争力低下を招く恐れがある。したがって、本
措置により国産品と輸入品とのイコールフッティングを確保
することが必要。
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課税環境の国際的なイコールフッティングを確保する観点か
らは、補助金等の一時的な措置でなく、恒久的な非課税措置が
講ぜられる必要がある。
また、課税対象物の生産量は、予め予測することができない

ため、補助金で予算を適切に手当てすることは不可能である。

①石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等
石油化学企業及び石油精製企業が本措置を利用。また、石

油化学製品を利用する中小企業 17,000 社にも効果が均霑す
る。
また、石油化学製品の下流は広範であり、製品輸入時点で

課税して調整することは困難なため、原料時点での免税で措
置することが妥当。

②移出または引取りに係る揮発油及びみなし揮発油の特定用
途免税
ゴム製品、接着剤、塗料等の生産量は予め予測できないこ

とから、補助金では予算を適切に手当てすることは不可能。
非課税以外の手段での公平な措置は困難。



③引取りに係る石油製品等の免税
輸入ナフサを使用する石油化学企業が本措置を利用。ま

た、石油化学製品を利用する中小企業 17,000 社にも効果が均
霑する。
また、石油化学製品の下流は広範であり、製品輸入時点で

課税して調整することは困難なため、原料時点での免税で措
置することが妥当。

④引取りに係る特定石炭の免税
鉄鋼、コークス及びセメント製造用の原料用石炭に対して

は、諸外国では課税しておらず、我が国において税制以外の
手段により措置することはイコールフッティングとならな
い。また、原料用石炭の使用量を正確に予測することは困難
であり、予算措置等によるイコールフッティングの確保は不
可能。

⑤石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還
付
石油化学製品製造用国産ナフサ等の生産量は予め予測でき

ず、補助金では適切な手当が不可能であることから、他の手
段での公平な措置は困難であり、課税公平原則の観点からも
必要最小限の措置である。

⑥石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付
国産アスファルト等の生産量は予め予測できず、補助金で

は適切な資金を手当て不可能であることから、他の手段での
公平な措置は困難であり、課税の公平原則の観点からも、必
要最小限の措置である。
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措 置 の

適用実績

①石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等
適用数量等は想定以上に僅少ではなく、適用対象者は輸入

ナフサを使用する石油化学企業又は国内でナフサを製造する
企業全てであることから、特定の者に偏っていない。また、
この効果は、直接、本措置が適用される者のみならず、石油
化学製品を利用する中小企業約 17,000 社にも効果が均霑して
いる。

○免税額
平成１７年度 ３９，６２５億円
平成１８年度 ３９，０９５億円
平成１９年度 ３９，６３１億円
平成２０年度 ３８，７５３億円
平成２１年度 ３５，９３８億円
平成２２年度 ３７，３９９億円
平成２３年度 ３５，５５２億円
（国税庁統計年報、２２年度は石油化学工業協会ほか業界推
計、２３年度は財務省試算値）

○免税量（千ｋL）

平成１７年度 73,652（千 KL）

平成１８年度 72,667（千 KL）

平成１９年度 73,664（千 KL）

平成２０年度 64,270（千 KL）

平成２１年度 67,220（千 KL）

平成２２年度 69,514（千 KL）

平成２３年度 66,082（千 KL）



（国税庁統計年報、２２年度は石油化学工業協会ほか業界推

計、２３年度は財務省試算値）

②移出または引取りに係る揮発油及びみなし揮発油の特定用
途免税
適用数量等は想定以上に僅少ではなく、ゴム製品等を製造

するために揮発油又はみなし揮発油を使用する全ての事業者
が本措置を利用していることから、特定の者に偏っていな
い。

○免税額（百万円）
2008 2009 2010 2011

ゴム 781 577 371 326
塗料 3,127 2,277 2,299 2,288
印刷用インキ 266 239 236 237
接着剤 404 411 440 425
その他 807 660 669 665
合計 5,385 4,164 4,015 3,941

（国税庁統計及び１０年度以降は日本ゴム工業会、日本塗料
工業会、印刷インキ工業会、日本接着剤工業会等業界調べ）

○免税量（ｋL）

2008 2009 2010 2011
ゴム 14,526 10,739 6,900 6,062
塗料 58,122 42,323 42,732 42,527
印刷用インキ 4,936 4,444 4,383 4,413
接着剤 7,512 7,630 8,173 7,902
その他 14,993 12,265 12,439 12,352
合計 100,089 77,401 74,627 73,256

（国税庁統計及び１０年度以降は日本ゴム工業会、日本塗料
工業会、印刷インキ工業会、日本接着剤工業会等業界調べ）

③引取りに係る石油製品等の免税
適用数量等は想定以上に僅少ではなく、適用対象者は輸入

ナフサを使用する石油化学企業全てであることから、特定の
者に偏っていない。また、この効果は、直接、本措置が適用
される者のみならず、石油化学製品を利用する中小企業約
17,000 社にも効果が均霑している。

○免税額
平成１８年度 ５８９億円
平成１９年度 ５５６億円
平成２０年度 ４５６億円
平成２１年度 ５３６億円
平成２２年度 ５３３億円
平成２３年度 ５５２億円
（１８年度～２２年度は石油化学工業協会及び石油連盟調
べ、２３年度は経産省推計）

○免税量 （千ＫＬ）
（ﾅﾌｻ等） （ＬＰＧ：千トン）

平成１８年度 28,393 836
平成１９年度 26,746 874
平成２０年度 21,805 1,074
平成２１年度 25,606 1,286
平成２２年度 26,726 748



平成２３年度 24,712 1,036
（１８年度～２２年度は石油化学工業協会及び石油連盟調
べ、２３年度は経産省推計）

④引取りに係る特定石炭の免税
本措置は、特定の用途（鉄鋼、コークス、セメント製造）

に使用する石炭への課税を免除するものであり、主に鉄鋼、
コークス、セメントを製造する事業者が対象であるため、想
定外に僅少ではなく、また、特定の者に偏ったものでもな
い。

（鉄鋼）
適用件数 適用数量 減収額

平成 18 年度 16 件 62,994 千㌧ 290 億円
平成 19 年度 16 件 65,639 千㌧ 459 億円
平成 20 年度 15 件 63,558 千㌧ 445 億円
平成 21 年度 13 件 57,341 千㌧ 401 億円
平成 22 年度 13 件 65,273 千㌧ 457 億円
平成 23 年度 13 件 63,400 千㌧

（見込み）
417 億円（内数）※

（コークス）
適用件数 適用数量 減収額

平成 18 年度 12 件 5,432 千トン 25 億円
平成 19 年度 12 件 5,094 千トン 36 億円
平成 20 年度 12 件 4,044 千トン 28 億円
平成 21 年度 12 件 3,211 千トン 22 億円
平成 22 年度 11 件 4,633 千トン 33 億円
平成 23 年度 11 件 4,600 千トン

（見込み）
417 億円（内数）※

（セメント）
適用件数 適用数量 減収額

平成 18 年度 15 件 5,534 千トン 25 億円
平成 19 年度 16 件 5,651 千トン 40 億円
平成 20 年度 17 件 5,599 千トン 39 億円
平成 21 年度 15 件 4,204 千トン 29 億円
平成 22 年度 15 件 4,847 千トン 34 億円
平成 23 年度 16 件 4,700 千トン

（見込み）
417 億円（内数）※

なお、石油石炭税法によるり石炭への税率は、2006 年度は
460 円/トン、2007 年度から 700 円/トンとなっている。

（出典：用途証明申請者提出の実績報告書等）
※平成 23 年度減収額（見込み）については財務省試算

⑤石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還
付
本措置の対象は国内で原油を精製して製造された国産ナフ

サ等を原料として石油化学製品を製造した場合における全て
のナフサ等製造事業者（石油精製業者）が対象であるため、
僅少であったり、特定の者に偏ってはいない。

＜適用者数＞
平成１８年度 １２社
平成１９年度 １２社
平成２０年度 １２社



平成２１年度 １１社
平成２２年度 １０社（実績見込み）
平成２３年度 １０社（見通し）

＜適用数量＞
平成１８年度 23,225 千 kl
平成１９年度 24,357 千 kl
平成２０年度 22,565 千 kl
平成２１年度 23,319 千 kl
平成２２年度 22,026 千 kl（実績見込み）
平成２３年度 21,894 千 kl（見通し）

＜還付額＞
平成１８年度 474 億円
平成１９年度 497 億円
平成２０年度 460 億円
平成２１年度 476 億円
平成２２年度 449 億円（実績見込み）
平成２３年度 447 億円（見通し）

（石油連盟調べ）

⑥石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付
本措置の対象は国内で原油を精製し、石油アスファルト等

を製造する全ての事業者（石油精製業者）が対象であるた
め、僅少であったり、特定の者に偏ってはいない。

＜適用者数＞
平成１８年度 １１社
平成１９年度 １１社
平成２０年度 １１社
平成２１年度 １０社
平成２２年度 ９社（実績見込み）
平成２３年度 ９社（見通し）

＜適用数量＞
平成１８年度 6,513 千 kl
平成１９年度 6,372 千 kl
平成２０年度 6,092 千 kl
平成２１年度 6,059 千 kl
平成２２年度 5,876 千 kl（実績見込み）
平成２３年度 5,695 千 kl（見通し）

＜還付額＞
平成１８年度 133 億円
平成１９年度 130 億円
平成２０年度 124 億円
平成２１年度 124 億円
平成２２年度 120 億円（実績見込み）
平成２３年度 116 億円（財務省試算）

（石油連盟調べ）

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果

(手段として

の有効性)

現行の措置はあくまで特例措置であるがゆえに課税の議論に
さらされ易く、その度に株価が著しく下落するなど、事業基盤
が必ずしも安定していないため、企業にとっては、長期的な視
点に立った投資判断が困難な状況となっている。
この点については、本則恒久化が達成されることにより解消

され、課税環境の国際的なイコールフッティング、製品の低廉
かつ安定的な供給が図られることを通じて、我が国企業の国際
競争力の強化及び産業空洞化の防止に貢献できる。

前回要望時

の達成目標
①石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等

我が国製造業の国際競争力の強化を図るため、幅広い産業
で活用される石油化学製品の低廉かつ安定的な供給を図り、



もって国民生活の向上を目指す。

②移出または引取りに係る揮発油及びみなし揮発油の特定用
途免税
ゴム製品等の製造に使用する揮発油に係る揮発油税等を免

税することにより、当該産業により製造される基礎材の低廉
かつ安定的な供給を図り、もって国民生活の向上を目指す。

③引取りに係る石油製品等の免税
石油化学製品の製造等に使用する原油等に係る石油石炭税

を免税することにより、我が国の基礎的産業における国際競
争力を確保する一方、当該産業により製造される石油化学製
品の低廉かつ安定的な供給を図り、もって国民生活の向上を
目指す。

④引取りに係る特定石炭の免税
鉄鋼、コークス、セメントの製造に使用する石炭に係る石

油石炭税を免除することにより、我が国の基盤的産業におけ
る国際競争力を確保する一方、当該産業により製造される製
品の低廉かつ安定的な供給を図り、もって国民生活の向上を
目指す。

⑤石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還
付
平成２２年度及び平成２３年度において、石油化学製品製

造用国産ナフサ等に係る石油石炭税を還付することにより、
原料調達条件のイコールフッティングを図る。

⑥石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付
国産石油アスファルト等に係る石油石炭税分を還付するこ

とにより、税制面での輸入品と国産品の不均衡を是正し、輸
入石油アスファルト等と国産石油アスファルト等のイコール
フッティングを確保する。

前回要望時

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由

現行制度においては、租税特別措置法において、原料用途の
石油、石炭、揮発油の免税・還付が措置されているが、現行の
措置は、あくまで期間限定等の特例措置であるがゆえに、課税
の議論にさらされ易く、その度に関連事業者の株価が著しく下
落するなど、事業基盤が必ずしも安定していない。このため、
企業にとっては、長期的な視点に立った投資判断が困難な状況
となっている。

これまでの

要 望 経 緯

①石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等
昭和３２年度 創設

②移出または引取り係る揮発油及びみなし揮発油の特定用途
免税
昭和３２年度 創設（揮発油）
昭和５９年度 創設（みなし揮発油）

③引取りに係る石油製品等の免税
昭和５２年度

創設
石油化学製品等製造用輸入ナフサに係る免税措置の創
設（１年毎に免税措置を延長）

昭和５９年
石油化学製品等製造用輸入ＬＰＧに係る免税措置の
創設（１年毎に免税措置を延長）

昭和６１年
石油化学製品製造用輸入ナフサ・ＬＰＧに係る本税



を２年間の免税措置として延長
昭和６３年 同上
平成 ２年 同上
平成 ４年 同上

石油化学製品製造用輸入原油（重質ＮＧＬ）に係
る免税措置の創設

平成 ６年
石油化学製品製造用輸入ナフサ・ＬＰＧ・原油
（重質ＮＧＬ）に係る本税を２年間の免税措置と
して延長

平成 ８年 以降２年ごとに延長
平成１６年 同上

石油化学製品製造用輸入ガスオイル(粗製灯油、粗
製軽油)に係る免税措置の創設

平成１８年
石油化学製品製造用輸入ナフサ・ＬＰＧ・原油(重質
ＮＧＬ)・ガスオイル(粗製灯油、粗製軽油)に係る本
税を２年間の免税措置として延長

平成２０年 同上
平成２２年 同上

④引取りに係る特定石炭（鉄鋼、コークス、セメント）の免
税
平成 15 年 創設
平成 17 年 ２年延長 以降２年ごとに延長

⑤石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還
付
平成 元年度 創設

（石油化学製品製造用国産ナフサに係る還付制度創設）
平成 ２年度 以降２年ごとに延長
平成１６年度 拡充・延長（対象に石油化学製品製造用国産

ガスオイル（粗製灯油及び粗製軽油）を追加）
平成１８年度 以降２年ごとに延長

⑥石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付
平成 ９年度 創設
平成１１年度 以後２年ごとに延長


